
知財介し顧客・産業の発展に寄与弁理士
　
弁
理
士
の
業
務
は
、
代
理
人
で
あ
る
と
と
も
に
サ

ー
ビ
ス
業
で
あ
り
、
知
財
を
介
し
て
顧
客

個
人
や

企
業

の
発
展
、
ひ
い
て
は
産
業
の
発
展
に
寄
与
す

べ
き
社
会
性
を
持
つ
。
日
本
の
製
造
業
に
お
い
て
、

加
工
貿
易
を
前
提
と
す
る
考
え
は
、
今
や
成
り
立
ち

う
る
の
か
。
製
造
拠
点
や
研
究
開
発
拠
点
の
海
外
展

開
が
進
む
中
で
、
知
財
活
動
費
や
各
国
ご
と
の
権
利

獲
得
と
活
用
の
制
約
を
踏
ま
え
て
、
弁
理
士
業
務
を

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

知
財
訴
訟
支
援
は
有
望
業
務

顧
客
と
信
頼
関
係
が
重
要

秋
山
国
際
特
許
商
標
事
務
所
所
長
弁
理
士
秋
山
敦
横
浜
商
科
大
学
地
域
産
業
研
究
所
客
員
研
究
員
城
田
百
合
子
弁
理
士

（ ） 　　 （第２部） ２０１２年 平成２４年 ４月１８日 水曜日 　　

　

　

　

　

弁
理
士
の
可
能
性

　
Ｎ
Ｒ
Ｉ
の
報
告
書
は
、
弁

理
士
の
「
経
営
や
会
計
に
関

す
る
知
識
・
知
見
」
の
不
足

を
指
摘
す
る
。
弁
理
士
の
通

常
行
う
相
談
業
務
を
知
財
コ

ン
サ
ル
と
す
る
考
え
も
あ

る
。
コ
ン
サ
ル
は
、
粗
っ
ぽ

く
言
え
ば
、
基
礎
知
識

経

営
・
財
務
・
人
事
・
販
売
・

物
流
・
生
産
・
研
究
開
発

を
ベ
ー
ス
に
分
析
手
法
や
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
手
法
の
ス
キ
ル

を
用
い
て
、
企
画
・
診
断
・

立
案
・
実
施
な
ど
に
Ｐ
Ｄ
Ｃ

Ａ
サ
イ
ク
ル
な
ど
を
組
み
合

わ
せ
た
顧
客
の
目
的
実
現
へ

の
助
言
・
支
援
で
あ
る
。
前

述
の
知
財
調
査
、
権
利
活

用
、
知
財
訴
訟
、
ブ
ラ
ン
ド

構
築
な
ど
に
専
権
業
務
と
長

年
の
知
財
の
知
見
や
人
脈
、

事
業
脈
な
ど
を
駆
使
し
、
顧

客
の
事
業
展
開
、
方
向
性
の

案
内
を
含
め
る
と
、
業
務
幅

が
広
が
る
と
思
わ
れ
る
。

知
財
の
プ
ロ
と
し
て

　
弁
理
士
の
業
務
は
、
ま
ず

は
専
権
業
務
を
十
分
に
行
え

る
組
織
体
制
が
大
前
提
で
あ

る
。
そ
し
て
顧
客
の
創
造

は
、
専
権
業
務
と
周
辺
業
務

の
区
別
で
は
な
く
、
こ
れ
ら

を
相
互
業
務
と
認
識
し
、
社

会
の
環
境
変
化
に
応
じ
て
弁

理
士
自
身
が
自
己
変
革
を
進

め
、
知
財
の
プ
ロ
と
し
て
、

顧
客
の
創
造
に
向
け
て
舵
を

か
じ

切
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

そ
し
て
、
コ
ン
サ
ル
の
基
礎

知
識
お
よ
び
分
析
・
診
断
手

法
遂
行
能
力
、
一
般
常
識
・

倫
理
・
モ
ラ
ル
を
備
え
た
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
、

プ
レ
ゼ
ン
能
力
、
パ
ラ
リ
ー

ガ
ル
・
事
務
員
な
ど
の
知
財

能
力
な
ど
業
務
遂
行
能
力
の

た
め
、
組
織
力
の
確
保
に
も

配
慮
す
べ
き
で
、
何
よ
り
、

顧
客
と
信
頼
関
係
の
構
築
が

よ
り
重
要
で
あ
ろ
う
。

専
門
性
の
高
い

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

　
弁
理
士
業
務
に
つ
い
て
、

弁
理
士
数
増
加
、
国
内
出
願

数
の
減
少
に
よ
り
専
権
業
務

以
外
の
周
辺
業
務
、
発
展
的

業
務
を
提
唱
す
る
声
が
多

い
。
専
権
業
務
と
周
辺
業
務

を
分
け
、
「
大
企
業
に
お
い

て
は
、
社
内
人
材
が
対
応
で

き
な
い
専
門
性
の
高
い
コ
ン

サ
ル
タ
ン
ト

コ
ン
サ
ル

へ
の
ニ
ー
ズ
」
の
指
摘
も
あ

る
。

図
表
１

　
新
規
の
弁
理
士
業
務
と
い

う
な
ら
ば
、
や
は
り
顧
客
の

創
造

Ｐ．

Ｆ．

ド
ラ
ッ
カ

ー

で
あ
ろ
う
。
あ
る
種
の

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ
す

よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
を
生
み
だ

す
こ
と
で
、
顧
客
を
創
造
す

る
と
の
観
点
で
あ
る
。
知
財

分
析
に
よ
る
企
業
格
付
け
や

業
界
分
析
、
パ
テ
ン
ト
マ
ッ

プ
の
作
成
、
講
演
、
講
師
、

教
授
、イ
ベ
ン
ト
、セ
ミ
ナ

ー
、知
財
部
門
構
築
支
援
、知

財
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
全
般
な
ど

が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

は
専
権
業
務
と
周
辺
業
務
に

区
別
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

密
接
に
関
係
す
る
業
務
と
し

て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。

弁
理
士
業
務

　
顧
客
の
規
模
や
ニ
ー
ズ
に

よ
っ
て
弁
理
士
業
務
は
異
な

る
が
、
企
業
の
知
財
担
当
者

は
全
業
種
平
均
で
３
・
６

人
、
業
種
別
の
最
も
多
い
電

気
機
械
製
造
業
で

・
３

人
、
ま
た
出
願
系
・
補
償
費

・
人
件
費
を
除
い
た
知
財
活

動
費
の
平
均
は
、
１
０
０
０

万
円
強
に
す
ぎ
な
い
。

図

表
２
顧
客
の
創
造
は
、第
一

に
顧
客
側
の
マ
ン
パ
ワ
ー
の

弱
点
を
補
う
こ
と
、
第
二
に

予
算
の
小
さ
い
知
財
活
動
費

か
ら
比
較
的
大
き
い
研
究
開

発
費
や
経
営
活
動
費

広
告

宣
伝
費
を
含
む

も
対
象
に

す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
観

点
か
ら
顧
客
創
造
と
し
て

知
財
調
査

権
利
活
用

知

財
訴
訟

ブ
ラ
ン
ド
構
築

ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
支
援

に

つ
い
て
紹
介
す
る
。

知
財
調
査

　
知
財
調
査
に
専
権
業
務
を

付
加
す
る
。
調
査
結
果
を
示

す
だ
け
で
な
く
、
調
査
過
程

で
得
ら
れ
た
知
見
と
専
権
業

務
を
も
と
に
、
権
利
行
使
前

の
特
許
権
の
無
効
リ
ス
ク
の

検
討
や
、
ラ
イ
バ
ル
製
品

侵
害
検
討
対
象

を
市
場

か
ら
取
得
し
技
術
的
範
囲
の

属
否
検
討
、
顧
客
解
析
な

ど
、
既
存
の
調
査
と
差
別
化

し
た
サ
ー
ビ
ス
提
供
で
あ

る
。
ま
た
、
特
許
庁
登
録
調

査
機
関
の
業
務
が
あ
る
。
審

査
官
が
判
断
す
る
材
料
と
な

る
先
行
技
術
調
査
を
行
う
業

務
で
あ
る
。
特
許
庁
登
録
調

査
機
関
の
中
に
は
、
弁
理
士

の
検
索
指
導
者
や
検
索
者
が

存
在
す
る
。

権
利
活
用

　
弁
理
士
の
業
務
は
事
前
対

応
型
で
あ
る
。
業
界
や
技
術

分
野
の
相
違
を
熟
知
す
る
弁

理
士
が
、
技
術
知
見
を
加
え

て
、
研
究
開
発
や
事
業
活
動

を
支
援
す
る
事
前
対
応
は
、

同
じ
く
知
財
を
扱
う
弁
護
士

が
事
後
対
応
を
主
と
す
る
の

と
異
な
る
。
技
術
開
発
・
提

案
な
ど
の
発
明
発
掘
の
業
務

は
、
目
新
し
い
も
の
で
は
な

い
。
開
発
現
場
で
発
明
者
と

知
財
担
当
と
弁
理
士
が
、
権

利
化
の
可
能
性
、
権
利
の
広

さ
、
侵
害
発
見
の
容
易
性
な

ど
を
議
論
す
る
。
権
利
活
用

は
、
最
終
的
に
は
裁
判
所
に

よ
る
侵
害
認
定
と
差
し
止
め

請
求
お
よ
び
損
害
賠
償
に

収
斂
す
る
が
、
技
術
動
向

れ
ん

し
ゅ
う

や
事
業
展
開
を
見
据
え
た
ラ

イ
セ
ン
ス
交
渉
な
ど
は
事
前

対
応
で
あ
る
。

知
財
訴
訟

　
知
財
訴
訟
で
は
、
一
般
に

訴
訟
対
応
チ
ー
ム
を
構
築
す

る
。
前
述
の
よ
う
に
知
財
担

当
者
は
平
均
３
・
６
―

・

３
人
で
、
訴
訟
対
応
チ
ー
ム

の
構
築
が
で
き
る
顧
客
は
少

な
い
。
特
に
海
外
知
財
訴
訟

で
は
、
外
国
語
対
応
が
前
提

で
、
現
地
代
理
人

弁
護

士

に
丸
投
げ
状
態
が
多

い
。
現
地
代
理
人
は
、
判
例

が
な
い
事
柄
に
つ
い
て
は
避

け
る
傾
向
に
あ
る
。
訴
訟
チ

ー
ム
に
弁
理
士
が
加
わ
り
、

現
地
代
理
人
の
独
断
を
排
除

し
、
訴
訟
対
応
の
面
、
金
額

的
な
面
、
訴
訟
手
続
き
が
、

顧
客
に
と
っ
て
妥
当
か
ど
う

か
検
討
す
る
。
判
例
が
あ
る

も
の
だ
け
を
選
択
す
る
メ
リ

ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
を
考
慮

し
、
現
地
代
理
人
の
選
択
肢

に
対
し
、
適
否
の
判
断
材
料

を
示
し
丸
投
げ
を
防
止
す

る
。
移
送
に
関
す
る
Ｃ
Ａ
Ｆ

Ｃ
判
決

米
国
特
許
侵
害
訴

訟
実
務
マ
ニ
ュ
ア
ル
第
４
版

ペ
ー
ジ
：
日
本
知
的
財
産

協
会
は
、判
例
が
な
い
と
い

う
現
地
代
理
人
の
主
張
に
対

し
、
弁
理
士
の
ア
ド
バ
イ
ス

を
顧
客
側
が
検
討
し
、
Ｃ
Ａ

Ｆ
Ｃ
ま
で
訴
訟
継
続
を
前
提

に
選
択
し
た
結
果
で
あ
る
。

知
財
訴
訟
支
援
は
、
特
許
権

の
利
用
率
が
５
年
以
上
５
割

程
度
維
持
し
て
い
る
こ
と
か

ら
有
望
な
業
務
で
あ
る
。

ブ
ラ
ン
ド
構
築

　
ブ
ラ
ン
ド
を
構
築
す
る
と

き
に
、
ブ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン

の
ほ
か
に
、
社
内
外
へ
の
ブ

ラ
ン
ド
の
普
及
と
維
持
が
あ

る
。
例
え
ば
、
商
標
権
確
保

著
作
権
に
よ
る
保
護
を
含

む

、
契
約
関
係
、
普
及
手

法
、
広
告
宣
伝
、
組
織
構
築

な
ど
で
あ
る
。
コ
ー
ポ
レ
ー

ト
ブ
ラ
ン
ド
構
築
の
場
合
、

グ
ル
ー
プ
企
業
へ
の
普
及
お

よ
び
組
織
構
築

ブ
ラ
ン
ド

室
な
ど

の
ア
シ
ス
ト
業
務

契
約
規
則
・
普
及
・
忌
避

事
項
の
検
討

、
国
内
外
の

権
利
商
標
権
獲
得
業
務
で

あ
る
。
創
業

周
年
を
機
に

弁
理
士
の
助
言
を
考
慮
し
コ

ー
ポ
レ
ー
ト
ブ
ラ
ン
ド
を
展

開
し
た
メ
ー
カ
ー
が
あ
る
。

ベ
ン
チ
ャ
ー
　

　
　
　
企
業
支
援

　
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
の
知
財

支
援
は
、
権
利
獲
得
と
相
談

だ
け
で
な
く
、
技
術
的
な
新

規
性

研
究
開
発
型
ベ
ン
チ

ャ
ー

か
、
技
術
以
外
の
新

規
性

新
市
場
を
立
ち
上
げ

る
市
場
創
設
型
ベ
ン
チ
ャ

ー

か
に
よ
っ
て
知
財
戦
略

が
異
な
る
た
め
、
型
に
応
じ

た
知
財
支
援
を
行
う
。
研
究

開
発
型
ベ
ン
チ
ャ
ー
の
場
合

権
利
獲
得
が
重
要
で
あ
る

が
、
財
務
が
脆
弱
な
た
め

じ
ゃ
く

ぜ
い

工
夫
が
必
要
で
あ
る
。
弁
理

士
手
数
料
な
ど
を
資
金
的
に

余
裕
が
で
き
た
と
き
に
回
収

す
る
よ
う
な
ス
キ
ー
ム
で
あ

る
。
業
務
に
は
役
員
会
へ
の

参
加
と
知
財
に
関
す
る
諸
規

定
の
整
備
、
知
財
戦
略
ア
ド

バ
イ
ス
、
権
利
獲
得
作
業
、

ベ
ン
チ
ャ
ー
の
知
財
関
係
の

取
締
役
に
就
任
す
る
例
も
あ

る
。


